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個人＆家庭 

◎個人の健康増進の取り組み 

◎家庭や地域の行事を通じて

の食文化の継承 

 

Ⅴ－１．食育推進体制 

食育の推進にあたっては､家庭や保育所､幼稚園､小中学校､関係団体､ボランティ

ア、地域保健や職域保健の担当者など、あらゆる関係者が連携し協力して推進して

いくことが大切です。市の関係各課が協力して食育に取り組む体制を整備するととも

に、関係機関や市民組織、ボランティア等との連携を深め食育推進体制の充実を図

ります。 

 

 

 

食べ物の生産者 

産業者、飲食店等 

◎食品の安全性の確保 

適性表示、栄養成分表示 

消費者教育等 

◎農業体験や健康づくり 

応援団の店などの推進 

摂津市 

◎すべてのライフステージにお
ける行政施策としての食育推
進 

◎市民グループや団体関係等
の食育推進の支援 

◎食育推進計画の進行管理 

 

国・府 

◎国の食育推進計画として 

の施策の推進 

◎府の食育推進計画としての 

施策の推進 

保育所 
幼稚園 
小・中学校 

高等学校・大学 
 障がい者施設、高齢者施設等 

    ◎教育としての食育推進 

 

コ 

企業 

  関係団体グループNPO等 

◎企業や産業団体などでの、
生活習慣病やメタボリックシ
ンドロームの予防改善の取り
組みや環境整備 

◎食育推進のための 

ボランティア活動等の活発化 

 

◎人間基礎教育

◎ネットワークづくり 

◎福祉としての食育推進 
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Ⅴ－２．進行管理について 

本計画に基づく取り組みについての進行管理は、市長部局は「健康せっつ２１」の

推進管理において毎年度確認し、健康づくり推進協議会に報告します。また、教育

委員会は、「摂津市の教育に関する事務の管理および執行状況の点検および評価

報告書」において確認報告し、５年後に全体推進状況を検証し、次期計画策定の参

考とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 




